
   伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱  

   （平成１９年４月制定）  

 （目的）  

第１条 この要綱は，グループホームを運営する法人に対し，予算の範囲内において，事業の運

営に要する費用の一部を補助することにより，地域における障がい者の自立の促進を図ること

を目的とする。  

（対象者）  

第２条 伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金（以下「補助金」という。）の対象者は，障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以

下「法」という。）第５条第１７項に規定する共同生活援助（以下「共同生活援助」という。）

に係る同法第２９条第１項の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者のうち次に掲げるもの

であって，市内にグループホーム（共同生活援助を行う住居をいい，開設から３年を経過しな

いものに限る。）を設置するものとする。  

⑴ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人  

⑵ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動

法人  

⑶ 会社法（平成１７年法律第８６号）第２５条に規定する株式会社，同法第５７５条に基づ

く持分会社  

⑷ その他本市において共同生活援助に係る事業を行う法人のうち市長が認める者  

（補助金の額）  

第３条 補助金の額は，別表に掲げる基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少

ない方の額とする。  

２ 前項の規定により算定した額に１，０００円未満の端数が生じた場合は，その端数を切り捨

てるものとする。  

（補助金の交付申請）  

第４条 補助金の交付を受けようとする者は，伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付

申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて，市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付決定）  

第５条 市長は前条に基づく補助金の申請を受けた場合には，速やかにその内容を審査し，補助

金交付可否決定通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければならない。  

 （補助金の変更交付申請）  

第６条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が，通知

された金額の変更を受けようとするときは，伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金変更

交付申請書（様式第３号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 （補助金の変更交付決定）  

第７条 市長は前条に基づく補助金の変更申請を受けた場合には，速やかにその内容を審査し，

補助金交付変更可否決定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知しなければならない。  

（補助金の請求）  

第８条 補助事業者は，第４条の規定による申請をした日の属する年度の翌年度４月３０日まで

に，補助金請求書（様式第５号）に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。  

２ 前項の規定による請求は，複数回に分けて行うことができる。  

（交付）  

第９条 市長は，請求書を受理した日から３０日以内に，補助金を交付するものとする。  



（実績報告）  

第１０条 補助事業者は，補助金の交付決定に係る年度終了後速やかに，伊丹市障害者グループ

ホーム整備事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて当該補助金に係る実績を

市長に報告しなければならない。  

 ⑴ 収支決算書  

 ⑵ 利用者名簿  

２ 補助事業者は，交付を受けた補助金に余剰金が生じた場合は，市長の定める方法により速や

かに返還しなければならない  

（交付決定の取消し等）  

第１１条 市長は，補助事業者が，次のいずれかに該当すると認めたときは，この要綱に基づく

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し，既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求

めることができる。  

⑴ 補助金を事業以外の目的に使用したとき。  

⑵ 虚偽又は不正な手続により補助金の交付を受けたとき。  

⑶ その他この要綱の規定に違反したとき。  

 （加算金及び延滞金）  

第１２条 補助事業者は，前条の規定により補助金の返還を求められたときは，その求めに係る

補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ，当該補助金の額（その一部を納付した場合

におけるその後の期間については，既納額を控除した額）につき補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１９条第１項に規定する割合で計算した

加算金を市に納付しなければならない。  

２ 補助事業者は，補助金の返還を求められ，これを納期日までに納付しなかつたときは，納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額につき補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律第１９条第２項に規定する割合で計算した延滞金を市に納付しなければなら

ない。  

３ 市長は，前２項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，加算金又は延滞

金の全部又は一部を免除することができる。  

（事業の中止、廃止の承認）  

第１３条 補助事業者は，事業を中止し，又は廃止する場合にはあらかじめ，市長の承認を受け

なければならない。  

（帳簿等の整理）  

第１４条 補助事業者は，事業に係る予算及び決算関係書類を，事業完了後５年間保管しておか

なければならない。  

（調査等）  

第１５条 市長は，必要があると認めたときは，補助金の執行状況等について必要な書類，帳簿

等を調査し，又は報告を求めることができる。  

付 則  

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。  

  付 則  

この要綱は平成２２年３月３０日から施行し，平成２１年４月１日から適用する。  

   付 則  

 この要綱は平成２３年４月１日から施行する。  

付 則                                                                                                                                            

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第２条第１号の改正規定中「障害者



自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分

及び第３条第２号の改正規定は，平成２５年４月１日から施行する。  

   付 則  

 この要綱は平成２６年４月１日から施行する。  

   付 則  

 この要綱は平成３０年４月１日から施行する。  

   付 則 

 この要綱は，令和５年１月１７日から施行する。 

 

別表  

補助対 

象事業 
補助項目 補助対象経費 基準額 

共同生 

活援助 

事業 

人件費 世話人（市内に存するグループホーム

に配置されている者に限り，かつ，本

市から共同生活援助に係る介護給付

費等の支給決定を受けている者の利

用が定員の半数に満たないグループ

ホームに配置されている者を除く。）

の給料，報酬又は賃金 

共同生活援助事業に係る

各月の世話人給料等基準

額を合計した額 

 

備考  

１ 共同生活援助事業に係る世話人給料等基準額は，月額２４万円に開所経過率を乗じた額に，

市支給決定者率を乗じて得た額とする。  

２ 前項の「開所経過率」とは，グループホームの開設から経過した次に掲げる月数の区分に応

じ当該各号に定める率をいい，「市支給決定者率」とは，グループホームにおいて月初日に在籍

する伊丹市支給決定利用者数を総利用者数で除して得た率をいう。  

⑴ １月から１２月まで    １００分の５０ 

⑵ １３月から２４月まで   １００分の４０ 

⑶ ２５月から３６月まで   １００分の３０ 

⑷ ３６月以降        １００分の０ 

３ 市支給決定者率に小数点以下の端数があるときは，小数点第３位以下は切り捨てるものとす

る。  

 



様式第１号  

 

                               

  年  月  日  

 

伊丹市長    様  

 

申請者  所在地  

 法人名  

代表者       印  

 

 

伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付申請書  

 

 

 伊丹市障害者グループホーム整備事業について、下記のとおり補助金の交付を受けたいの

で、伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を

添えて申請します。  

 

記  

 

１ 申請金額                 円  

 

 ２ 事業実施計画 別紙のとおり  

 

 

(添付書類 ) 

(1) 事業所収支予算書  

(2) 利用者の居住に供する建物の賃貸借契約書の写し  

(3) 利用者名簿  



伊丹市障害者グループホーム整備事業実施計画書  

１ 施設の概要  

名 称   

所在地   

運営主体   

入所定員    人  

利用者数   人 （内、伊丹市支給決定利用者数      人）  

開設年月日  

※ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業

所指定年月日  

     年   月   日  

（開設からの経過年数   年   か月）  

２ 利用者数  

 4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  10月  11 月  12月  1 月  2 月  3 月  

利用  

者数  

            

※              

※の段には、利用者の内、伊丹市支給決定利用者数を記入  

３ 人員配置体制  

職種区分  氏   名  週勤務時間数  専従・兼務  基本月額報酬額  

管理者      

サービス管理責任者      

世話人      

生活支援員      

     

     

４補助金算出表  

補助対象

月  

補助対象経費  

（世話人人件費） 

基準額  

(月額×(開所経過率 )×(市支給決定者率） ) 

補助金申請額  

４月   240,000 円×  ×  ＝   

５月   240,000 円×  ×  ＝   

６月   240,000 円×  ×  ＝   

７月   240,000 円×  ×  ＝   

８月   240,000 円×  ×  ＝   

９月   240,000 円×  ×  ＝   

１０月   240,000 円×  ×  ＝   

１１月   240,000 円×  ×  ＝   

１２月   240,000 円×  ×  ＝   

１月   240,000 円×  ×  ＝   

２月   240,000 円×  ×  ＝   

３月   240,000 円×  ×  ＝   

  計  円  

補助金申請額は、補助対象経費と基準額を比較し、少ない方の額を記入すること。  



様式第２号  

 

 

                                 第    号  

                                 年 月  日  

 

 

                               

 様  

 

伊丹市長   

 

 

   伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付可否決定通知書  

 

  年  月  日付で補助金の交付申請があった標記事業について、下記のとおり

決定したので通知します。  

記  

１．決定の内容  

 

     （ 決定  ・ 不決定 ）  

 

２．交付決定額  

 

                円  

 

 

３．不決定の理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号  

 

                               

  年  月  日  

 

 

伊丹市長    様  

 

申請者 所在地  

 法人名  

代表者       印  

 

伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金変更交付申請書  

 

    年  月  日付     第    号により交付決定を受けた伊丹市障害者グ

ループホーム整備事業について、下記のとおり補助金の変更を行いたいので、伊丹市障害者

グループホーム整備事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

記  

 １ 変更交付申請金額                 円  

 ２ 変更概要  

 

(添付書類 ) 

変更事項の内容が分かる書

変更項目  変 更 前  変 更 後  

施設の概要  
 

 

 

利用者数  
 

 

 

人員配置体制  
 

 

 

補助金算出表  
  

 

その他  
 

 

 

変更年月日         年   月   日  



様式第４号  

 

 

                                 第    号  

                                 年 月  日  

 

 

                               

 様  

 

伊丹市長   

 

 

   伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付変更可否決定通知書  

 

  年  月  日付で補助金の交付変更申請があった標記事業について、下記のと

おり決定したので通知します。  

記  

１．決定の内容  

 

     （ 決定  ・ 不決定 ）  

 

２．交付決定額  

 

                円  

 

 

３．不決定の理由  

 

 

 

 



様式第５号  

 

 年  月  日  

 

伊丹市長  様  

 

 

所在地  

       法人名  

          代表者           印  

 

 

 

伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金請求書  

 

 

ただし，     年度（  月分）障害者グループホーム整備事業補助金として  

 

補助対象事業  補助項目  金 額  

共同生活援助事業  １．人件費（世話人分）               円  

        

 

 

 

     年  月  日付     第    号で交付決定のあった伊丹市障害者グルー

プホーム整備事業補助金について上記のとおり請求します。  

 

 

(振込先 ) 

銀行名・支店名   

口座名義人（フリガナ）  

口座種別  普通 ・ 当座  

口座番号   

 

 

 

 



様式第６号  

 

  年  月  日  

 

 

伊丹市長    様  

 

 

 

 

所在地  

       法人名  

          代表者           印  

 

 

伊丹市障害者グループホーム整備事業実績報告書  

 

    年  月  日付     第    号により交付決定を受けた補助金に係る上

記事業の実績を伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づ

き、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

   年度障害者グループホーム整備事業実績   別紙のとおり  

 

 (添付書類 ) 

⑴ 事業所収支決算書  

 ⑵ 利用者名簿  

  

 

 



伊丹市障害者グループホーム整備事業補助金実績報告書  

１ 施設の概要  

名 称   

所在地   

運営主体   

入所定員    人  

利用者数    人 （内、伊丹市支給決定利用者数     人）  

開設年月日  

※障害福祉サービス事業所指定

年月日  

     年   月   日  

（開設からの経過年数   年   か月）  

２ 利用者数  

 4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

利用  

者数  

            

※              

※の段には、利用者の内、伊丹市の支給決定利用者数を記入  

３ 人員配置体制  

職種区分  氏   名  週勤務時間数  専従・兼務  基本月額報酬額  

管理者      

サービス管理責任者      

世話人      

生活支援員      

     

     

４補助金算出表  

補助対象

月  

補助対象経費  

（世話人人件費）  

基準額  

(月額×(開所経過率 )×(市支給決定者率 )) 

補助金額  

４月   240,000 円×  ×  ＝   

５月   240,000 円×  ×  ＝   

６月   240,000 円×  ×  ＝   

７月   240,000 円×  ×  ＝   

８月   240,000 円×  ×  ＝   

９月   240,000 円×  ×  ＝   

１０月   240,000 円×  ×  ＝   

１１月   240,000 円×  ×  ＝   

１２月   240,000 円×  ×  ＝   

１月   240,000 円×  ×  ＝   

２月   240,000 円×  ×  ＝   

３月   240,000 円×  ×  ＝   

  計  円  

補助金額は、補助対象経費と基準額を比較し、少ない方の額を記入すること。  


